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議 事 の 経 過
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司 会

(梅 澤主幹 )

ただい まか ら、令和 4年 度第 4回 上尾市上下水道事業審議会 を始 めさ

せていただきます。

開会 にあた りま して、作 山会長 よ り、 ビ挨拶 を賜 りたい と存 じます。

≪開会挨 拶 ≫

あ りが と うご ざい ま した。

それ で は、議 事 に移 らせ て いた だ きます。

≪資料 確認 ≫

は じめ に、資 料 の確 認 をお願 い します。
・ 令 和 4年 度 第 4回 上尾 市 上下 水道 事 業 審議 会 次第

・ 令 和 4年 度 第 4回 上尾 市 上下水 道 事 業 審議 会席 次表

・上尾 市 上 下 水道 事 業審議 会委 員 名 簿

・上 尾 市水 道 事業 ビジ ョン改 定版 (案 )(冊 子 )

・ L尾 市水 道 事業 ビジ ョン改 定版 (案 )市 民 コ メン ト結 果

・ 上尾 市 水道 事 業 ビジ ョンの見 直 しにつ い て (答 申)(案 )

・ 水道 施設 の計 画 につ いて の報 告

資料 は以 上 7点 です 。 不 足 は ご ざい ませ ん で しょ うか。

≪定数 報 告 ≫

で は、本 日の 出席 者 につ い て ご報 告 させ て い た だ き ます。

上尾 市 上 下水 道 事 業 審 議 会 条 例 第 6条 第 2項 の規 定 に よ り、「審 議 会

は、委 員 の過 半数 が 出席 しな けれ ば、会 議 を開 くこ とが で きない 」 と さ

れ てお ります。委 員 総 数 15名 の うち、本 日の審議 会 には 11名 の 出席

をい た だい てお ります の で、会 議 の開催 要件 を満 た して い る こ とを ご報

告 い た します。

≪議 長 依 頼 ≫

それ で は、議 事 に入 ります が、作 山会 長 に議長 と して議 事進 行 をお願

い します。

作 山会 長 、 よろ しくお願 い します 。

それ で は、議 事 を進 行 させ て いた だ き ます 。

皆 さまの ご協 力 をお願 い します。

≪会議録 署名 人 指名 ≫

初 め に、会議 録 署 名 人 を指名 させ て い ただ き ます 。戸 口委 員 、内 田冨

美 代委 員 のお 2人 にお願 い します。

≪傍聴 人確 認 ≫

事務 局 に確 認 します が 、本 日傍 聴 希 望者 はお ります か。

作 山会長

司 会

(梅 澤 主 幹 )

議  長

(作 山会長 )

事務 局

(町 田 経 営

総 務 課 長 )

議  長

(作 山会長 )

傍聴 希 望者 1名 お ります 。

本 日、傍聴希望者 が 1名 お ります。今回は、非公 開 とす る案件 はあ り

ませんので傍聴 を許可 したい と思います が、委員 の皆 さまよろ しいで し

ょ うか。

委  員 異 議 な し



発 言 者 議 題 ・ 発 言 内 容 ・ 決 定 事 項

議  長

(作 山会長 )

それでは、傍聴 を許可 したい と思います。
事務局は、傍聴者 を案内 して くだ さい。

事務 局

議  長

(作 山会 長 )

事務 局

(経 営 総務 課

長 、島 田副 主

幹 )

議  長

(作 山会長 )

≪傍聴人 入室案 内 》

そ れ で は 、「議 題 1 上 尾 市 水 道 事 業 ビ ジ ョンの 見 直 しにつ い て (答

申 )」 につ い て 、事 務 局 か ら説 明 をお願 い します。

≪議題 1 上 尾 市水 道 事業 ビジ ョンの見 直 しにつ い て (答 申)説 明 》

事務局か ら説 明が終わ りま した。本議題 につ きま しては昨年度 よ り議

事を重ねてまい りま した。今回は審議会か らの答 申とな ります。
パブ リックコメン トでは、さま ざまな意見、値上げをす る と決めてい

るわけではないのですが、値上げに対す るご意見が多 くあ りま した。
この審議会では、今の状況 を見ます とこのままで良い とい う訳ではな

いので、一つには値上げす る方法 もある とい うことを冷静に見て行かな

けれ ばな らない。 また●値上 げ以外 に も、 ビジ ョンの 111ペ ー ジに色 々

な取 り組みや今後の検討予定、また上尾市だけではきめ られ る話ではあ

りませ んが既 に議論 を している広域化 の話、さらにす ぐに結論 は出ませ

んがアセ ッ トマネ ジメン トも充実 して、 ど うにか しなけれ ばな らない。

それ に水道施設 の統廃合・合理化、あるいは有効活用 と しての施設 の売

貸付な ども幅広 く考 えない と乗 り切れ ない とい うことを冷静 に審議

して報告す るとい うものです。

う一つ、言葉 として ビジ ョンとい うものがかつては理想的な ピンポ

トの明るい一つの 目標で したが、近年 はそ うではない。近年は、選

択肢がた くさんあって、ただ方向だけはそっちを向いてい る、つま り現

状 を どうにか改善 しなければな らない とい う方向だけは見 えている。こ

れが今 の ビジ ョンです。途 中で政治状況や経済状況 も変わって、多少や

り方が変わるけれ ど、改善 しなけれ ばな らない とい うことを書いてい る

ものです。冷静に今 のままだった ら料金改定 とい う方向で、それ を適正

化 にす る とい うことも考 え られ るけれ ど、それ だけ乗 り切 る とい うの も

いかがな ものか とい うこともここで例示 しているわけです。

ですか ら、料金改定す る と言 つてい るわけではな くて、何 か対策 を し

なけれ ばな らない。ただ基本は料金改定が普通だけれ ども、そ うしない

ために今後知恵 を出 して くだ さい とい うための ビジ ョンだ とい うこ と

です。 明 る く期待や安 心がで きるものが ビジ ョンだ と思われ がちです

が、冷静 に何 か しない といけない とい うことをい うの もビジ ョンだ とい

うことです。

さて、これ まで十分議論 を してきま したけれ ども市民の心配 はた くさ

んある中で、とは言 え ビジ ョン改定版 として取 りま とめていきたい と思

います。審議会や市民 コメン トの ご意見 を付 した形で修正 し、ま とめて

い る とい うことですが、 ご意見は ございます で しょ うか。
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事務 局

(業 務 課 長 )

戸 口委 員

議  長

(作 山会長 )

戸 口委 員

教 えて いた だ きた い の です が 、一般財 源 か らの繰 入 は地 下水 を利 用 し

て い る との整 合 性 に問題 が あ る とい うよ うな説 明 だ っ た か と思 うの で

す が、上尾 市 で地 下水 だ け を使 用 してい る人 が どの く らい い るのか教 え

て い ただ きた い。それ か ら令 和 2年 に水 道 の基 本 料金 4カ 月 の免 除 を し

た こ とが あ りま した が 、そ の時 も地 下水 を使 って い る人 と水道 を使 って

い る人 の分 け隔 て な く行 ったか と思 うの です が 、先 ほ どの説 明 の 中で の

地 下水 を使 っ て い る人 との整 合 性 が 取 れ な い とい うこ とが ど うい うこ

とな のか と、地 下水 だ け を使 用 して い る人 が どれ く らい い るの か を教 え

て くだ さい。

申 し訳 あ りませ んが、地下水の割合 についてはす ぐに出ないで、調べ

させていただきたい と思います。 4カ 月 の減免 につ きま しては、一般会

計の繰入ですが、一般会計が市民の方か らの税金 である一般財源 を繰 り

入れた とい う認識 では ございません 。国か ら新型 コロナ対策 として出た

補助金 を基本料金 の減額 に充てた とい うことです。今後 も同様 の ことが

あれ ば、不公平感 はあ りませんので受 け入れ る対応いた しますが、市単

独 の一般財源 を受 け入れ る となる と、井戸 を使 つてい る方か らそれ をも

らわ なけれ ばな らな くな る と不公 平 にな るのではないか とい うこ とに

な ります。井戸 を使 つている方 は、水道料金 に使 うために税金 を納 めた
のか とい うことになる と、そ うい うこ とを言 えるものではない と思いま

すので、そ うい う意味で不公 平感 とい う表現 をいた しま した。一般財源

を全 く繰 り入れ ない とい うことではないのですが、一般財源 を考 えた と

きには水道 を使 っていない人の税金 を、水道 を使 つてい る人の水道料金

を安 くす るために使 っている とい う見 え方 にな ります ので、そ こについ

ては不公平感 があるのではないか と思 つてい るところで ございます。

水道 の普及率 について ご説 明いた します。件数 は分 か らないのです

が、現在 の水道 の普及率は99.8%で ございます。

99.8%は 、水道 を使 用 してい る人 だ と思 うの です が 、0.2%の 人 が全 部

地 下水 を使 つてい る人 だ けで はな くて、水道 そ の もの が ない人 もい る と

思 うの で 、水道 を使 って い ない人 は ご く一部 だ と思 い ます。生活 して い

る中で は色 々 な形 で水 道 水 を使 った ボ トル を買 うな ど、色 々 関連 が あ る

と思 うの で 、地 下水 を使 つて い る人 と不公 平 とい う理 屈 は合 わ な い のか

と思 って質 問 しま した。全 体 を見 ます と今 は本 当に景気 が悪 くて物 価 が

上 が ってい て 、これ 以 上 料 金 を上 げ な い で ほ しい とい う意 見 が 多 か った

と思 うので 、利 用 料 金 の 引 き上 げ だ けで は な く、別 の方 法 も色 々 と考 え

て ほ しい と思 って質 問 しま した。

今

こ と

る こ

で は

い と

の

を

と

な
い

議論 は、 とて

して はい けな

は健 全 で は な

い選 択 をす る

うこ とです。

も重要で、この審議会 として一般会計か ら充 当す る
い とは言 っていません。本来、一般会計か ら充 当す
い とい うことは ここで言いま しょ う。けれ ども健全
こともあるのではないか、それ を否定す る ことはな

一般会計か らの繰入が健全ではない とい うことは、どこが言 っている
ので しょ うか。

０
●
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事務 局

(島 田 副 主

幹 )

公営企業法の原則 か ら言 えば、民間企業に近い公営企業 に、一般会計
か らの繰入 をす ることは健全ではないL健 全経営 とい うのは料金でいた

だいた ものを水道のために使 うとい うことにな りますので、公 営企業法
の中では受益者負担 と独 立採算が原則 とい うことにな ります。それ に沿
わない形は健全経営ではない、それ は我 々の方か らではな くて国の方か

らすれ ば公営企業 の本 来 の在 り方 として健全 で はない と言 われ る可能
性 はあ ります。

しか し、先 ほ ど会長がおっ しゃ られ ま した よ うに一般会計か らの繰入
を拒否す る ものでは ござい ませ ん。基 準外繰入 とい う方法 は ござい ま

す。ただ、一般的には水道は基準外繰入 を行 っていない ところがほ とん

どで ございます。なぜか と言います と、水道 は整備 が済んで独 り立 ち し

てい るところがほ とん どで ございますので、そ うい うところは 自分たち
でや るよ うに とい うのが国の方針 で もございます し、他の 自治体 も住民
の方 のビ理解 をいただき、料金改定を しなが ら水道会計 を維持 している

ものですか ら、上尾市 もそのよ うな形で健全な経営 を考 えるのであれ ば

それ を していかなけれ ばいけない とい うこ とで ございます。

改めて申 し上げますが、補助金 を受 けない とか、一般財源 を拒否す る

とい うことはございませ ん。答 申書 (案 )に あ ります とお り、料金改定を

行 う際 は、十分 な検討 を行い皆様の ご理解 を得 られ るよ うに慎重な検証

を行 ってまい りたい と思つてお ります。

経営戦略が料金改定 を行 う言質 を取 るための ものではございませ ん。

戸 口委員

内 田委 員

ご説 明 あ りが と うご ざい ま した。これ か ら水 道料 金 が払 い た くて も払

えな い人 が 出 て くるのか も しれ な いの で は ない か と心配 して い ます。水

は無 くて は な らない もの なの で 、私 も一般 会 計 か ら繰 入 れ られ る よ うに

進 めて行 き ます。

先 ほ どの井戸水の使用者 についてですが、井戸水 の利用者 がい る

は分かるのですが、都 市化 によって地下水 にも大腸菌や農薬 な どが

て きているので、給水人 口が99.8%と い うことです と約 580名 が井
だけで生活 している人 とい うことにな ります。井戸水 を使 う人は、
1・ 2回 保健所 で検査 を受 けなけれ ばな らない と思いますが、井戸

けで生活 している人が本 当にいるのが考 え られない気が して、少 し

があ ります。

と

つ
水

に

だ

間

こ

入

戸

年

水

疑

事務 局

(業 務 課 長 )

井 戸 水 だ け で 生 活 して い る人 が い るの か とい うご質 問 を い た だ き ま

した が、普 及 率 を算 出す るに 当た って水道 を使 用 して い な い 世帯 とい う

の を考 えて お りま して 、 これ が 井 戸 水 を使 っ て い る 世帯 とは限 りませ

ん。お そ ら く井 戸水 を使 って い る と思 い ます が 、全体 を把 握 してお りま

せ ん の で全 世帯 が 井 戸 水 に よっ て 生 活 して い るか ど うか は 定 か で は あ

りませ ん。た だ井 戸 水 だ けで生活 して い らっ しゃ る方 は、い らっ しゃい

ます。

内 田委 員 あ りが とうございます。今 は水道水だけではな くて水 を買った りして

いる方 もいる と思いますので、ある程度 は理解で きます。 しか し、これ

を理 由に して一般会計か らの繰入 が不公平であ り、適 当ではない と説明

す るには、少 し弱い よ うな気がいた します。

４
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議  匡

磁蛯  ,マ

(作 山会 長 )

戸 日委 員

不公 平感 は あ るけれ ど も、多 いか少 な いか は また別 の議 論 です 。ゼ ロ

で は ない の で そ こに不公 平感 は あ る。上 水 は普 及 率 が 100%に 近 い ので 、

数 百人 な らば不公 平感 が あ って も良 い とい う議 論 に して しま うの か 、下

水 で見 た場 合 、ま だ公 共 下水道 の範 囲 は狭 く、公 共 下水 道 以外 を使 って

い る人 は 自分 の 所 で 処 理 を して い る こ とか ら年 間維 持 費 がす ご くか か

って い ます 。 も し、 そ の 下水 の処理 費 を一般 会 計 で充 当す る と した ら、

それ は不公 平 で あ る と相 当議 論 にな ります。

数 百人 とい う少 ない人 数 な ら不公 平感 が な い とい うこ とで は な く、不

公 平感 は あ ります。た だそれ が 多 い か少 ない か とい うこ とは あ る。 しか

し、それ だ けで議 論 に持 って行 つて い る訳 で は な くて 、健 全 経 営 とい う

事 が理 由で あ る と思 うの です が 、不公 平感 も一部 に は あ り、それ が大 き

く見 え るか ど うか の違 い で あ る と思 い ます。

も し地 下水 だ けの人 が い た ら資料 の提 示 をお願 い します。

圭  ■
厳蛯  ,て

(作 山会 長 )

事務 局

(田 回主幹 )

議  長

(作 山会 長 )

戸 口委員

事務 局

(田 口主幹 )

議 長

(作 山会長 )

も し地下水だけの人がゼ ロであれ ば、不公 平感 はないのではないか と
い うことにな りますね。

井戸水 の件です が、つい先 日住民の方 か らご相談が あ りま した。 自分
の家は井戸 を使 っていて水道 を使用 していないが、飲み水 は心配 なので

購入 し、生活用水 は井戸水 を使 っています。 自分の所 は水道管 を引いて

もらえるので しょ うか とい うお話 で した。

正確 な数 字 は後 で 示 して い た だ く と して、地 下水 だ け を使 用 して い る

人 がゼ ロで はな い とい うこ とは 、分 か りま した。例 え 1人 で も不公 平感

は あ る とい うこ とです 。

料 金 改 定 は こ こで決 め る話 で は あ りませ ん。冷 静 に客観 的 に現 在 の ま

ま で は 良 くな い の で何 かや らな けれ ば な らな い とい うこ とを ビ ジ ョン

に掲 載 しま した。 今 回 は答 中の議論 を行 い ます が 、 (案 )の とお り答 申す

る こ とで よろ しい で しょ うか。

原市団地 には、圧 力 を加 えるためのポ ンプ場 があるのですが、ポ ンプ

場 を廃止す る とあ りますが、廃止 とな ると住民か らす る と無 くなって し

ま うと思 うと不安 になる と思 うので、廃止 とい うことは使 わない方が良

い と思 うのです が、いかがで しよ うか。

廃止 をす るとい うことではな く'、 廃止 も含 めて検討す る とい うことで

ございます。市内には浄水場が 3つ 、ポ ンプ場が 1つ ございます。施設

を更新す るためには莫大な費用がかか ります ので、できれ ば統廃合 を し

てい く。廃止 と書いてはお りますが、廃 止 も含 めて これか ら廃止や縮小

を検討す るとい うことで、廃止 を決 定 しているものではございません。

なお、水圧 と水量 については災害の時 は別 として、施設 の有無 にかか

わ らず保証すべき もの と認識 してお ります。

以前 と比べて水圧 が上がつてい ることか ら、ポ ンプがある必要 はな く

な り、全国的 に も直結 に変わって来ていますね。
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事務 局

(田 口主幹 )

議 長

(作 山会 長 )

事務 局

(田 口主幹 )

戸 口委員

議  長

(作 山会 長 )

(梅 澤 主幹 )

事務 局

(水 道 施 設課

長 、 田 国 主

幹 、 新 井 主

査 )

司会

(梅 澤 主幹 )

司
ノ ヽ

浦和 委 員

事務 局

(水 道 施 設 課

長 )

上尾 市 で は、 3階 まで は直結 で上 げ る こ とが で きます。

直結 の方 が維 持 費 等 を考 えた時 に安 く済 む こ

槽 な どの タ ン クを無 くす こ とを検 討 しま しょ う

力

し

と

と

い

こ

多

う

こ とか ら、貯 水

とです ね。

それ も含 めて検 討 して まい ります。民 間 の業者 な どで は、ち ょ うどポ

ンプや 受 水 槽 の 更新 に合 わせ て今 ま で全 部 受 水 槽 で して い た もの を 3

階 まで は直結 にす るな どの 申請 が 出 て きてお ります。

よ く分 か りま した。廃 止 とあ る と今 あ る物 が 無 くな って しま って 、そ

の後 ど うな るか が心配 に な って しま うの で、書 き方 を変 えて も らえ る と

良 いか と思 い ます。

それ では 、他 に ご意 見 が な けれ ば、この よ うな形 で答 申を したい と思

い ます が、 よろ しい で しょ うか。 賛成 の方 は挙 手 をお願 い します。

(賛 成 9名 ・ 保 留 1名 )

で は 、審 議 会 か らの答 申は (案 )の とお りで賛成 多数 とい うこ とで承認

と し、本 日、私 か ら市長 に答 申を させ て い た だ きます。

以 上 で、「議題 1 上尾 市水道 事 業 ビジ ョン見 直 しにつ い て (答 申 )」 を

終 了 します。

以 上 で、本 日の議 題 は全 て終 了い た しま した。議 事進行 に ご協 力 い た

だ きま して 、あ りが と うご ざい ま した。 これ を もちま して 、議 長 の任 を

解 かせ てい た だ きます

あ りが と うご ざい ま した。それ で は「次 第 4報 告・ その他 」に入 らせ て

い た だ きます 。 事務 局 か ら、報告 事項 が 3点 ご ざい ます。

≪報 告  につ い て 説 明 》

報 告 事項 は以上 で ご ざい ます。 ご質 問 は ご ざい ます で しょ うか。

東部浄水場 の工事 の遅延 についてですが、これ は確か議会 で議決 した

案件 になった と思 うのですが、これだけ色 々な ことが遅れ てきてい る中
で、最初の計画 と遅れたスケジュール を表 に して、議会で説 明 していた
だ く必要があると思 うのですが、いかがで しょうか。

確 か に議 会報 告 を して発 注 した事業 で ご ざい ます の で、遅 れ に関 して

は今 後 、議 会 に報 告 させ て いた だ くか 、 ど うい う形 で報 告す るか も含 め

て検 討 させ て い た だ きます。
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浦 和 委員 集 中監視 制御 システ ム につ い て です が 、か な り老朽 化 して きたの で新
しい物 に変 更す る との こ とです が、これ は他 が使 つて い る物 を持 って き
て いれ るのか 、新 しい物 を開発 して入れ るのかお伺 い します。

事 務 局

(新 井 主査 )

浦 和 委 員

基本的には新 しい物 を更新 しよ うと考 えてお ります。既設や他 の物で

す とシステム機器 ですので、耐用年数 を経過 して しま うとモデルが古 く
なるな どの問題 が出てきますので、新 しい物 で更新 しよ うと考 えてお り

ます。

そ う します とハ ー ドを新 しく して 、ソフ トはそれ ほ ど変 わ らな い とい

う理解 で よろ しい で しょ うか。

ハー ドは当然新 しくします。ソフ トの方 も新 しい考 え方や技術 な どが

色 々なメーカーか ら出てお ります ので、今回の官民連携 の中で評価 を し

なが ら一番 上尾市水道 事業 に適 した もので更新 しよ うと考 えてお りま

すので、 ソフ トの部分 も更新す る考 えで進 めて行 く予定で ございます。

事務局

(新 井主査 )

司会

(梅 澤 主幹 )

事務 局

(新 井 部長 )

司会

(梅 澤 主幹 )

長 沢副 会長

それでは、ご質問がない よ うです ので「次第 4 報告・その他」を終了

させていただきます。
これで本 日の議事、及び報告事項 は、すべて終了いた しま した。
ここで、「上尾市水道事業 ビジ ョンの見直 し」につ きま して、昨年度か

ら 6回 の審議会 を重ね、策定す ることができま した ことに対 し、事務局

を代表いた しま して、新井上下水道部長か らご挨拶 申 し上げます。

で は、 閉会 の挨 拶 を、長 沢 副会長 か ら賜 りた い と存 じます。

あ りが と うご ざい ま した。以上 で、令 和 4年 度 第 4回 上尾 市 上 下水道

事 業審 議 会 を終 了 させ てい た だ き ます。本 日は、お疲 れ さまで ご ざい ま

した。

≪上 下水道 部 長挨 拶 ≫

≪閉会挨拶 》

司会

(梅 澤 主幹 )

以上の とお り、本審議会の議事の次第を記録 し、本議事録は正確

なることを証す るため、署名する。
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